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一．業 務 の 概 況 

１．監査法人の目的及び沿革 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

   

1968  5   

1975  5    TRI  
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1988  4  1968 12  

10  1969 8

1976 4  

1990  2  TRI     

1     

   DTTL

1985 6

 

2001  4  1983 5  

2002  7  1974 12  

2009  7  

Deloitte Touche Tohmatsu LLC  

2015  4    
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２．無限責任監査法人又は有限責任監査法人の別 

1 3 4  

 

 

３．業 務 の 内 容 

 

 

10 3,296

809 32  
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3,084
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1,145 92  
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 914社 907社 

 10社 1社 

 1,112社 188社 

 68社 －社 

 31社 －社 

 508社 72社 

 653社 1社 

 3,296社 1,169社 

 

 

   

 3,084  572  

 

 

４．業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 

 

 

Fairness to 

society

Innovation for clients

Talent of people DTTL

Deloitte makes an impact that matters

Purpose Purpose

 

Purpose

  Code of 

Conduct
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Executive Committee

4

 

3

 

2

2  

2

6

4
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2

 

 

 

DTTL Global 

Principles of Business Conduct   Code of 

Conduct Code of Conduct

 

RQRM Ethics

DTTL Ethics

Code of Conduct

Deloitte Speak Up

 

RQRM

 

 

 

VDI
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ISMS ISO27001 2017 5

ISMS

 

 

 

 

17 10 28

 

DTTL DTTL

DTTL
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International 

Federation of Accountants IFAC The International 

Ethics Standards Board for Accountants IESBA Code of Ethics 

for Professional Accountants

1

 

DTTL

 

DTTL

RQRM

 

1

 

DTTL  
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A&A  

A&A

 

 

 

 

5

DTTL
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3  

DTTL

e-Learning  

CPE

 

COVID-19

e-Learning

 

 

 

Group Partner

Partner

GP P

 

Audit&Assurance

Risk Advisory

Audit&Assurance Risk Advisory
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IT
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2019 10  
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53  2019 6 1  2020 5 31

 

 

 

５．他の公認会計士又は監査法人との業務上の提携 

2006 8 2020 3

31  

 

 

６．外国監査事務所等との業務上の提携 

 

   DTTL 1990 1  

   Deloitte AP 2018 9  

 

 

DTTL

Deloitte Policy Manual

Board of Directors Executive 

Committee Operating Committee DTTL Deloitte AP

DTTL Deloitte AP  

DTTL
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二．社 員 の 概 況 

１．社 員 の 数 

   

521 人 52 人 573 人 

 

 

２．重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 

  
 

   

6  2  8  

2 3

  CEO

   

 

三．事務所の概況 

事務所名 所  在  地 

当 該 事 務 所 に 勤 務 す る 者 の 数 

社 員 数 使  用  人  数 

合 計 
公認会計士 特定社員 公認会計士 

公認会計
士 試 験 
合格者等 

監 査 補 
助 職 員 

その他の 
事務職員等 

 (主) 
東 京 

千代田区丸の内三丁目 2番 3号 
丸の内二重橋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 

人 
347 

人 
47 

人 
1,531 

人 
853 

人 
1,783 

人 
159 

人 
4,720 

(従) 
札 幌 

札幌市中央区北五条西六丁目2番地
2 札幌ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 

2  18 9 9  38 

仙 台 
仙台市青葉区中央四丁目 6 番 1 号 
SS30 4  26 14 5  49 

新 潟 
新潟市中央区上大川前通七番町
1230 番地 7 ｽﾄｰｸﾋﾞﾙ鏡橋 

2  16 6 3  27 

さいたま 
さいたま市大宮区桜木町一丁目9番
地 4 ｴｸｾﾚﾝﾄ大宮ﾋﾞﾙ 

2  25 13   40 

千 葉 
千葉市美浜区中瀬二丁目 6 番地 1 
WBG ﾏﾘﾌﾞｳｪｽﾄ 

1      1 

横 浜 
横浜市神奈川区金港町 1 番地 4 
横浜ｲｰｽﾄｽｸｴｱ 

3  26 20 6  55 

長 野 
長野市南長野南石堂町 1277 番地の
2 長栄第 2 ﾋﾞﾙ 

3  20 12 10  45 

北 陸 
富山市桜橋通 2 番 25 号 
富山第一生命ﾋﾞﾙ 

2  23 3 3  31 

静 岡 
静岡市葵区紺屋町 17 番地の 1 
葵ﾀﾜｰ 

6  43 14 8  71 

名 古 屋 
名古屋市中村区名駅一丁目 1番 1号 
JP ﾀﾜｰ名古屋 

31  151 74 96 2 354 
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事務所名 所  在  地 

当 該 事 務 所 に 勤 務 す る 者 の 数 

社 員 数 使  用  人  数 

合 計 
公認会計士 特定社員 公認会計士 

公認会計
士 試 験 
合格者等 

監 査 補 
助 職 員 

その他の 
事務職員等 

大 阪 
大阪市中央区今橋四丁目 1 番 1 号 
淀屋橋三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 

52 4 356 140 159 10 721 

京 都 
京都市下京区四条通烏丸東入長刀
鉾町 20 番地 四条烏丸 FT ｽｸｴｱ 

14  85 44 2  145 

神 戸 
神戸市中央区磯上通八丁目 3番 5号 
明治安田生命神戸ﾋﾞﾙ 

9  64 24 2  99 

広 島 
広島市中区八丁堀 3 番 33 号 
広島ﾋﾞｼﾞﾈｽﾀﾜｰ 

4  22 10 10  46 

高 松 
高松市紺屋町 2 番地 6 
高松ﾌｺｸ生命ﾋﾞﾙ 

4  26 9  3 42 

福 岡 
福岡市中央区天神一丁目 4 番 2 号 
ｴﾙｶﾞｰﾗ 

19  106 43 58  226 

大 分 
大分市府内町三丁目 4 番 20 号 
大分恒和ﾋﾞﾙ 

1  6 1 2  10 

熊 本 
熊本市中央区新市街 11 番 18 号 
熊本第一生命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 

1  6 1 2  10 

鹿 児 島 
鹿児島市山之口町 2 番 30 号 
鹿児島第一･海上ﾋﾞﾙ 

1  11  3  15 

那 覇 
那覇市久茂地二丁目 9番 7号 
住友生命那覇久茂地ﾋﾞﾙ 

1  4 1 2  8 

計 総事務所数  21 ヵ所 509 51 2,565 1,291 2,163 174 6,753 
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四．監査法人の組織の概要 

 

 
  

N PPD

※　以上の他、次の連絡事務所があります。

盛岡連絡事務所・金沢連絡事務所・高崎連絡事務所・松本連絡事務所・浜松連絡事務所・岡山連絡事務所・松山連絡事務所・北九州連絡事務所・宮崎連絡事務所

審査会議

監査契約検討会議

レピュテーション・クオリティ・
リスクマネジメント本部

コンピテンシー事業部

インダストリー事業部

監査品質統括部

PCAO B  Audit Q uality部

IFRS部

A&Aリスク管理部

パブリックセクター・ヘルスケア事業部

監査アドバイザリー事業部

監査・保証事業企画部

金融事業部

第一事業部

第二事業部

第三事業部

監査開発部

Audit Innovation部

公益監督委員会

セキュリティ・コンフィデンシャリ
ティ・プライバシー

BRL室

RRL室

O G C  (O ffice of G eneral
C ounsel)

PC AO B
Steering C om m ittee

独立性・Professional C onduct

規制・パブリックポリシー

Executive C om m ittee

内部監査室

包括代表・包括代表補佐
Audit Innovation

Steering C om m ittee

Ethics

監査開発
Steering C om m ittee

包括代表室

監査品質会議

有限責任監査法人トーマツ組織図

報酬委員会

推薦委員会

監査委員会

ボード議長室 ボード

社員総会

京都事務所

大阪事務所

名古屋事務所

鹿児島事務所

熊本事務所

大分事務所

福岡事務所

広島事務所

高松事務所

2020年5月1日現在

静岡事務所

横浜事務所

千葉事務所

さいたま事務所

長野事務所

北陸事務所

新潟事務所

仙台事務所

札幌事務所

東京事務所

人材開発

人材戦略

監査・保証業務モニタリング部

神戸事務所

検査対応室

業務検査・審査室

企画・管理室

監査・保証事業本部

RA品質・リスク管理

RA内部専門家品質管理

RA APコラボレーション

RAタレント

RA新規事業推進

RA事業企画

監査・保証タレント

リスクアドバイザリー事業本部

那覇事務所

情報・インフラ CM S職人事

P/D人事

人事O P

財務経理

経営企画本部

ステークホルダーリレーション

人材本部
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2020 8 1  
 

 
  

N PPD

※　以上の他、次の連絡事務所があります。

盛岡連絡事務所・金沢連絡事務所・高崎連絡事務所・松本連絡事務所・岡山連絡事務所・松山連絡事務所・北九州連絡事務所・大分連絡事務所・熊本連絡事務所・鹿児島連絡事務所・宮崎連絡事務所

人材開発

人材戦略

経営企画

ステークホルダーリレーション

人事O P

P/D人事

人材本部

RA品質・リスク管理

インダストリー事業部

コンピテンシー事業部

監査・保証事業企画部

PCAO B  Audit Q uality部 RAタレント

RA APコラボレーション

RA内部専門家品質管理

A&Aリスク管理部

監査品質統括部

監査・保証事業本部 リスクアドバイザリー事業本部 経営企画本部

RA事業企画

RA新規事業推進

審査会議

監査契約検討会議

レピュテーション・クオリティ・
リスクマネジメント本部

パブリックセクター・ヘルスケア事業部

第三事業部

第二事業部

第一事業部

金融事業部

監査開発部

IPO戦略統括室

監査・保証タレント

Audit Innovation & D elivery C enter

Audit Innovation部

監査・保証業務モニタリング部検査対応室

業務検査・審査室

監査アドバイザリー事業部

公益監督委員会

セキュリティ・コンフィデンシャリ
ティ・プライバシー

BRL室

RRL室

O G C  (O ffice of G eneral
C ounsel)

PC AO B
Steering C om m ittee

独立性・Professional C onduct

規制・パブリックポリシー

Executive C om m ittee

内部監査室

包括代表・包括代表補佐
Audit Innovation

Steering C om m ittee

Ethics

監査開発
Steering C om m ittee

包括代表室

監査品質会議

有限責任監査法人トーマツ 組織図

報酬委員会

推薦委員会

監査委員会

ボード議長室 ボード

社員総会

京都事務所

大阪事務所

名古屋事務所

那覇事務所

福岡事務所

広島事務所

高松事務所

神戸事務所

2020年8月1日現在

静岡事務所

横浜事務所

千葉事務所

さいたま事務所

長野事務所

北陸事務所

新潟事務所

仙台事務所

札幌事務所

東京事務所

企画・管理室

財務管理本部

財務経理

情報・インフラ

CM S職人事
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五．財 産 の 概 況 

１．売上高の総額  

項   目 

第 52 期 第 53 期 

2018 年 6 月 1 日から 
2019 年 5 月 31 日まで 

2019 年 6 月 1 日から 
2020 年 5 月 31 日まで 

売上高 108,718  114,592  

 監査証明業務 77,601  80,932  

 非監査証明業務 31,116  33,660  

 

 

２．直近の二会計年度の計算書類の状況 

 

 

 

３．２．に掲げる計算書類に係る監査報告書 

 

 

 

４．供託金等の額 

  

 1,146  

  

 1,196  

  

 

 

５．供託金の全部又は一部を代替している有限責任監査法人責任保険契約の内容 
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六．被監査会社等（大会社等）の名称 

 
 

RKB
IMV

IG
IDEC

AOI TYO Holdings

E EPS

IMAGICA GROUP INCLUSIVE

WASH
AIRDO ANAP AFC-HD

EIZO
AT

AI inside ANA
SEC SFP

SG
SBI
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SBI SBI FinTech Solutions SBI
SB SYS

NCS&A N
FIG FC

M

OSG

KADOKAWA

KH KG
Genky DrugStores
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CYBERDYNE

SUMCO

C&G GMO
GMO GMO GMO TECH

GMO GMO
GMO GMO GMO

GMB CKD
CDG CB

JA JSP JM
JK JCR JTC

JVC

JUKI
SHOEI

ZUU JSAT

SKIYAKI

PMC

Z

19
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SEMITEC

WDB WDB
Chatwork

DIC
TOA DCM

DTS TDC

SC
DOWA

TOKAI

20



21 

NISSHA

NITTOKU

BS
M&A KFC

2019 1
3 2

4

NexTone

&

HANATOUR JAPAN

HR

HEROZ

21
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PLANT

HENNGE
HOYA

Misumi

UFJ UFJ UFJ
UFJ UFJ UFJ

22



23 

MUFG

UACJ ULS

LIXIL
LIXIL

 

907  
 

 
 

1  
 

 

AFS au
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SG STNet SBI SBI
NTP

KADOKAWA Future Publishing

QTnet
Global Open Network Japan

MONOZUKURI
GS

GMO
GMO GKN JR

JR

JA JTB

JSAT

DCM TS

DOWA
Dole International Holdings

BNP PGM
&

 
PayPay
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Mizkan Asset Mizkan Holdings
RtM UFJ

UFJ UFJ UFJ

UD
LIXIL LIXIL

FX
Wireless City Planning  
188  
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72  

 
 

  
1  
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計 算 書 類 

第 53 期 
 

 

自 2019年 6月 1日 

至 2020年 5月31日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ 
  

 



 

 
 
 

（単位：百万円）

前会計年度 当会計年度 前会計年度 当会計年度

（2019年 5月31日） （2020年 5月31日） （2019年 5月31日） （2020年 5月31日）

46,123 46,812 28,163 32,486
現金及び預金 26,918 28,539 100 100
業務未収入金 13,477 15,268 47 34
前払費用 1,271 551 9,599 11,720
その他未収入金 1,918 587 2,932 3,275
差入保証金 389 7 722 1,567
その他 2,160 1,886 986 2,745
貸倒引当金 △ 13 △ 29 3,486 3,530

18,441 18,840 797 933
3,359 2,668 174 ―

建物及び附属設備 2,891 2,393 8,999 8,560
器具備品 369 214 316 17
土地 9 9 9,058 9,215
リース資産 88 51 55 22

386 387 161 160
商標権 3 3 5,896 6,634
特許権 2 2 2,018 1,894
ソフトウエア 380 382 926 503
その他 0 ― 37,221 41,701

14,695 15,783
投資有価証券 4 4 27,342 23,951
関係会社株式 163 153 1,008 1,041
出資金 728 728 93 36
その他の関係会社有価証券 445 445 3,278 1,959
長期貸付金 170 204 その他資本剰余金 3,278 1,959
差入保証金 3,351 3,149 22,963 20,915
長期前払費用 46 18 22,963 20,915
前払年金費用 4,437 4,784 被災地支援積立金 500 ―

繰延税金資産 5,332 6,289 創立50周年記念事業積立金 400 ―

その他 28 90 移転準備積立金 400 ―

貸倒引当金 △ 14 △ 84 別 途 積 立 金 13,176 14,301
繰越利益剰余金 8,486 6,614

27,342 23,951
64,564 65,652 64,564 65,652負債及び純資産合計

有形固定資産

未払法人税等

未払金

未払費用

負債合計

資産合計

未払消費税等

前受金

預り金

預り保証金

リース債務

預り保証金

退職給付引当金

資産除去債務

長期未払金

その他利益剰余金

純資産の部

固定負債

出資金申込証拠金

純資産合計

利益剰余金

賞与引当金

資本金

資本剰余金

資産除去債務

社員資本

科　目

貸借対照表

短期借入金

リース債務

科　目

負債の部

流動負債

無形固定資産

投資その他の資産

固定資産

資産の部

流動資産



 

 

 

 

 

 

 

 

 

108,718 114,592

人件費 79,248 83,086

人材開発費用 1,714 1,725

ファシリティ費用 5,900 5,696

情報システム及び通信費 4,811 6,590

その他業務費用 16,785 108,461 16,358 113,457

営業利益 256 1,134

受取利息 22 15

受取配当金 1,755 1,333

その他 233 2,012 69 1,417

支払利息 2 1

為替差損 19 24

移転関連費用 1,112 ―

その他 355 1,488 8 34

経常利益 780 2,518

関係会社株式売却益 4,627 2

固定資産売却益 ― 4,627 770 773

構造改革関連費用 1,567 1,567 ― ―

3,840 3,291

622 1,645

483 1,106 △ 956 689

2,733 2,602

損益計算書

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

（単位：百万円）

当期純利益

科目

至　2020年 5月31日

業務収入

業務費用

営業外収益

営業外費用

特別利益

前会計年度

自　2018年 6月  1日

至　2019年 5月31日

当会計年度

自　2019年 6月  1日

特別損失



社員資本等変動計算書 

 

前会計年度（自 2018 年 6 月 1 日 至 2019 年 5 月 31 日） 

     (単位:百万円) 

 
  

 社員資本 

純資産

合計 資本金 

出資金 

申込 

証拠金 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

社員資本 

合計 その他 

資本剰余金 

被災地支援 

積立金 

創立 50

周年記念

事業 

積立金 

移転準備 

積立金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

当期首残高 968 27 3,531 500 400 400 14,422 6,263 21,986 26,513 26,513 

当期変動額            

 社員出資金増加 40  － 16 － － － － － － 56 56 

 社員出資金減少 － － △269  － － － － － － △269  △269  

 
申込証拠金 

受入額 
－ 93 － － － － － － － 93 93 

 
申込証拠金 

減少 
－ △27 － － － － － － － △27 △27 

 
別途積立金の 

取崩 
－ － － － － － △1,245 1,245 － － － 

 剰余金の配当 － － － － － － － △1,757 △1,757 △1,757 △1,757 

 
被災地支援 

積立金の積立 
－ － － 128 － － － △128 － － － 

 
被災地支援 

積立金の取崩 
－ － － △128 － － － 128 － － － 

 当期純利益 － － － － － － － 2,733 2,733 2,733 2,733 

当期変動額合計 40 66 △253 － － － △1,245 2,222 976 829 829 

当期末残高 1,008 93 3,278 500 400 400 13,176 8,486 22,963 27,342 27,342 



当会計年度（自 2019 年 6 月 1 日 至 2020 年 5 月 31 日） 

                 (単位:百万円) 

 

 

 社員資本 

純資産

合計 資本金 

出資金 

申込 

証拠金 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

社員資本 

合計 その他 

資本剰余金 

被災地支援 

積立金 

創立 50

周年記念

事業 

積立金 

移転準備 

積立金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

当期首残高 1,008 93 3,278 500 400 400 13,176 8,486 22,963 27,342 27,342 

当期変動額            

 社員出資金増加 33  － 416 － － － － － － 449 449 

 社員出資金減少 － － △1,735 － － － － － － △1,735  △1,735  

 
申込証拠金 

受入額 
－ 36 － － － － － － － 36 36 

 
申込証拠金 

減少 
－ △93 － － － － － － － △93 △93 

 剰余金の配当 － － － － － － － △4,650 △4,650 △4,650 △4,650 

 
被災地支援 

積立金の取崩 
－ － － △500 － － － 500 － － － 

 
創立 50 周年記念

事業積立金の取崩 
－ － － － △400 － － 400 － － － 

 
移転準備積立金

の取崩 
－ － － － － △400 － 400 － － － 

 
別途積立金の 

積立 
－ － － － － － 1,124 △1,124 － － － 

 当期純利益 － － － － － － － 2,602 2,602 2,602 2,602 

当期変動額合計 33 △57 △1,319 △500 △400 △400 1,124 △1,872 △2,047 △3,391 △3,391 

当期末残高 1,041 36 1,959 － － － 14,301 6,614 20,915 23,951 23,951 



注記表 
前会計年度 

自 2018 年 6 月  1 日 
至 2019 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2019 年 6 月  1 日 
至 2020 年 5 月 31 日 

当法人の計算書類は、公認会計士法及び同施行規則並び 
に我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 
の基準に基づいて作成している。 
当会計年度より、日付の表示を和暦から西暦に変更して

いる。 
 
Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記 
１． 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 
関係会社株式 移動平均法による原価法 
その他の関係会社

有価証券 
 

移動平均法による原価法 
その他有価証券 
時価のないもの 

 
移動平均法による原価法 

 
 

２．固定資産の減価償却の方法 
(1)有形固定資産(リース資産を除く)  
定率法 
但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設

備は定額法を採用している。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 
建物及び附属設備  5年～15年 
器具備品      5年～15年 

 
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 
定額法 
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（5年）に基づいている。 
 

(3)リース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法 
 
３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 
業務未収入金、立替金等債権の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。 
(2)賞与引当金 

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち

当会計年度負担額を計上している。 
(3)退職給付引当金 

社員及び職員の退職給付に備えるため、当会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。 
① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当会計年度までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっている。 
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処

理方法 
数理計算上の差異は、各会計年度の発生時に

おける社員及び職員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（5年）による定額法により按分し

た額を発生の翌会計年度から費用処理すること

としている。過去勤務費用は、その発生時の社

当法人の計算書類は、公認会計士法及び同施行規則並び 
に我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 
の基準に基づいて作成している。 
 
 
 
Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記 
１． 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 
関係会社株式 同左 
その他の関係会社

有価証券 
 

同左 
その他有価証券 
時価のないもの 

 
同左 

 
 

２．固定資産の減価償却の方法 
(1)有形固定資産(リース資産を除く)  

同左 
 
 
 

 
 
 
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 
 
 

 
(3)リース資産 

同左 
 

 
３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 
同左 

 
 
 

(2)賞与引当金 
同左 

 
(3)退職給付引当金 

  同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



前会計年度 
自 2018 年 6 月  1 日 
至 2019 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2019 年 6 月  1 日 
至 2020 年 5 月 31 日 

員及び職員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（5年）による定額法より費用処理すること

としている。 
 
４．収益及び費用の計上基準 

業務収入の計上基準 (
業務契約に基づく役務提供の進行に応じて計上

している。 
なお、タイムチャージによる役務提供契約につ

いては、請求時間に基づいて計上している。 
 

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 (

税抜方式によっている。 
 
 
Ⅱ.未適用の会計基準等 
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 
2018年3月30日 企業会計基準委員会）  
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会）  
  
(1)概要  
 国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議

会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計

基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じ

る収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては

Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日
以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日よ

り後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企

業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会

計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので

ある。  
 企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発

にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を

図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点か

ら、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点

とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が

国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合に

は、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追

加することとされている。  
  
(2)適用予定日  
 2022年5月期の期首から適用する。  
  
(3)当該会計基準等の適用による影響  
 「収益認識に関する会計基準」等の適用による計算書類

に与える影響額については、現時点で評価中である。 
 
 
Ⅲ.表示方法の変更 

（貸借対照表） 
前会計年度において、「流動資産」の「その他」に含め

ていた「その他未収入金」は、金額的重要性が増した

ため、当会計年度より独立掲記した。 
前会計年度の「流動資産」の「その他」に含まれる

「その他未収入金」は994百万円であり、「その他未収

入金」を除いた「その他」は1,780百万円である。 
 
 

 
 
 

 
４．収益及び費用の計上基準 

業務収入の計上基準 (
同左 

 
 
 

 
５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 (
同左 

 
 
Ⅱ.未適用の会計基準等 

  同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ.表示方法の変更 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 



前会計年度 
自 2018 年 6 月  1 日 
至 2019 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2019 年 6 月  1 日 
至 2020 年 5 月 31 日 

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

に伴う変更） 
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会

計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計

基準一部改正」という。)を当会計年度の期首から適用

し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示

し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に

変更した。 
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準

一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る

会計基準」注解（注8）（評価性引当額の合計額を除

く）及び同注解（注9）に記載された内容を追加した。 
 
 
Ⅳ.貸借対照表に関する注記 

(1)有形固定資産の減価償却累計額        3,214百万円 
 
(2)関係会社に対する金銭債権・債務 

 短期金銭債権 346百万円 
 短期金銭債務 11百万円 
 長期金銭債務 26百万円 

 
 
Ⅴ.損益計算書に関する注記 

(1)業務収入の内訳 
監査証明業務 77,601百万円 
非監査証明業務 31,116百万円 
  

(2)関係会社との取引高 
業務収入 591百万円 
業務費用 674百万円 
受取利息・配当金 1,120百万円 
その他営業外収益 8百万円 
  

(3)移転関連費用 

丸の内二重橋ビルへの移転に伴う退去事務所の 
原状回復期間家賃等の諸費用である。 

 

(4)関係会社株式売却益 

関係会社であったトーマツイノベーション 
株式会社（現株式会社ラーニングエージェンシ 
ー）の全株式の売却に係る利益である。 

 

(5)構造改革関連費用 

今後のIT投資の増加を見越した人員構造の改革 
のための社員の早期退職に関連する退職割増年金 
等に係る費用である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ.貸借対照表に関する注記 

(1)有形固定資産の減価償却累計額        1,716百万円 
 
(2)関係会社に対する金銭債権・債務 

 短期金銭債権 28百万円 
 長期金銭債務 1百万円 

 
 
 
Ⅴ.損益計算書に関する注記 

(1)業務収入の内訳 
監査証明業務 80,932百万円 
非監査証明業務 33,660百万円 
  

(2)関係会社との取引高 
業務収入 400百万円 
業務費用 345百万円 
その他営業外収益 0百万円 
特別利益 770百万円 
  

 
                               
 

 

(3)関係会社株式売却益 

関係会社であったデロイト トーマツ ベンチャー 
サポート株式会社の全株式の売却に係る利益であ 
る。 

 
 
                               
 

 

 

(4)固定資産売却益 

関係会社へのソフトウエア等の売却によるもので 
ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



前会計年度 
自 2018 年 6 月  1 日 
至 2019 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2019 年 6 月  1 日 
至 2020 年 5 月 31 日 

Ⅵ．社員資本等変動計算書に関する注記 

当会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 
配当金支払額等 

2018年 7月25日の定時社員総会において次の 
通り決議している。 

 
 配当金の総額    1,757百万円 
 基準日     2018年 5月31日 
 効力発生日   2018年10月31日 

 
 
Ⅶ.税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内 
訳 
 

繰延税金資産  
 賞与引当金 2,789百万円 
 未払金 1,292百万円 
 未払費用 759百万円 
 退職給付引当金 1,828百万円 
 減価償却超過額 54百万円 
 資産除去債務 724百万円 
 その他 591百万円 
 計 8,040百万円 
 将来減算一時差異の合計に

係る評価性引当額（※） 
△772百万円 

 繰延税金資産合計 7,268百万円 
 
繰延税金負債 

 

 前払年金費用 △1,375百万円 
 資産除去債務相当資産 △560百万円 
 
 

繰延税金負債合計 △1,935百万円 

繰延税金資産の純額 5,332百万円 
（※）評価性引当額の主な内訳は、資産除去債務625百

万円、関係会社株式110百万円（共に法定実効税

率を乗じた額）である。 

 

 
Ⅷ.金融商品に関する注記 
(1) 金融商品の状況に関する事項 

金融商品に対する取り組み方針として、当法人は余裕資

金が生じる場合の資金運用については安全性が高い普通

預金としており、資金調達については必要に応じて銀行

借入によっている。また、デリバティブ取引（先物為替

予約）については、ボードにおいて承認された基本方針

に基づいて、実需の範囲において取引の実行及び管理を

行っている。 
業務未収入金については、信用リスクにさらされてい

る。当該リスクに関しては、社内規程に従い期日管理及

び残高管理を行いリスクの軽減を図っている。 
未払金は、そのほとんどが1年内の支払期日である。 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅵ．社員資本等変動計算書に関する注記 

  当会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 
配当金支払額等 

2019年 7月24日の定時社員総会において次の 
通り決議している。 

 
 配当金の総額    4,650百万円 
 基準日     2019年 5月31日 
 効力発生日   2019年 9月30日 
 

 

Ⅶ.税効果会計に関する注記  
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内 
訳 
 

繰延税金資産  
 賞与引当金 2,653百万円 
 未払金 2,574百万円 
 未払費用 650百万円 
 退職給付引当金 1,384百万円 
 減価償却超過額 24百万円 
 資産除去債務 592百万円 
 その他 460百万円 
 計 8,341百万円 
 将来減算一時差異の合計に

係る評価性引当額（※） 
△749百万円 

 繰延税金資産合計 7,591百万円 
 
繰延税金負債 

 

 前払年金費用 △810百万円 
 資産除去債務相当資産 △492百万円 
 
 

繰延税金負債合計 △1,302百万円 

繰延税金資産の純額 6,289百万円 
（※）評価性引当額の主な内訳は、資産除去債務587百

万円、関係会社株式109百万円（共に法定実効税

率を乗じた額）である。 

 
 
Ⅷ.金融商品に関する注記 
(1) 金融商品の状況に関する事項 

金融商品に対する取り組み方針として、当法人は余裕資

金が生じる場合の資金運用については安全性が高い普通

預金としており、資金調達については必要に応じて銀行

借入によっている。 
業務未収入金については、信用リスクにさらされてい

る。当該リスクに関しては、社内規程に従い期日管理及

び残高管理を行いリスクの軽減を図っている。 
未払金は、そのほとんどが1年内の支払期日である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



前会計年度 
自 2018 年 6 月  1 日 
至 2019 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2019 年 6 月  1 日 
至 2020 年 5 月 31 日 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 
2019年5月31日における貸借対照表計上額、時価及び

これらの差額については、次のとおりである。 
 

  （単位：百万円） 
 貸借対照表 

計上額(※1) 
時価 
(※1) 差額 

(1)現金及び預金 26,918 26,918 － 
(2)業務未収入金 13,477 13,477 － 
貸倒引当金 
(※2) △12 △12 － 

(3)未払金 (9,599) (9,599) － 
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示して

いる。 
(※2)業務未収入金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒

引当金を控除している。 
 
（注１） 金融商品の時価の算定方法 
① 現金及び預金、業務未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額

にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい

る。 
② 未払金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額

にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい

る。 
 

（注２）差入保証金（貸借対照表計上額：流動資産389百
万円、投資その他の資産3,351百万円）、関係会社

株式（貸借対照表計上額163百万円）、出資金（貸

借対照表計上額728百万円）、その他の関係会社有

価証券（貸借対照表計上額445百万円）、預り保証

金（貸借対照表計上額：流動負債174百万円、固

定負債161百万円）については、時価を把握する

ことが極めて困難と考えられるため、上記表には

含めていない。 
 
 

（注３）デリバティブ取引 
先物為替予約の期末残高はない。 

 
 
Ⅸ.その他 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。 
 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 
2020年5月31日における貸借対照表計上額、時価及び

これらの差額については、次のとおりである。 
 

  （単位：百万円） 
 貸借対照表 

計上額(※1) 
時価 
(※1) 差額 

(1)現金及び預金 28,539 28,539 － 
(2)業務未収入金 15,268 15,268 － 
貸倒引当金 
(※2) △28 △28 － 

(3)未払金 (11,720) (11,720) － 
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示して

いる。 
(※2)業務未収入金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒

引当金を控除している。 
 
（注１）金融商品の時価の算定方法 

① 現金及び預金、業務未収入金 
 同左 

 
 

② 未払金 
同左 

 
 

 
（注２）差入保証金（貸借対照表計上額：流動資産7百万

円、投資その他の資産3,149百万円）、関係会社株

式（貸借対照表計上額153百万円）、出資金（貸借

対照表計上額728百万円）、その他の関係会社有価

証券（貸借対照表計上額445百万円）、預り保証金

（貸借対照表計上額：固定負債160百万円）につ

いては、時価を把握することが極めて困難と考え

られるため、上記表には含めていない。 
 
 
 

 
                               
 

 
Ⅸ.その他 

同左 
 

  



附属明細書 

 

１．有形固定資産及び無形固定資産の明細 

 
前会計年度（自 2018 年 6 月 1 日 至 2019 年 5 月 31 日）                                                                  

  （単位：百万円） 

区分 資産の種類 

期首 

帳簿価額 

当期 

増加額 

当期 

減少額 

当期 

償却額 

期末 

帳簿価額 

減価償却 

累計額 

期末 

取得原価 

有形固定

資産 

建物及び附属設備 1,076 2,645 219 610 2,891 1,937 4,829 

  器具備品 519 63 35 178 369 1,064 1,433 

土地 9 - - - 9 - 9 

リース資産 144 3 5 53 88 212 301 

計 1,750 2,711 260 842 3,359 3,214 6,573 

無形固定 

資産 

  商標権 4 0 - 1 3  

 特許権 2 0 0 0 2 

  ソフトウエア 261 209 12 77 380 

  その他 0 - - - 0 

計 268 210 13 78 386 

（注）1．建物及び附属設備の増加は、主に丸の内二重橋ビルへの移転に伴う取得によるものである。 

2．ソフトウエアの増加は、主に業務ソフト開発によるものである。 

 
当会計年度（自 2019 年 6 月 1 日 至 2020 年 5 月 31 日）                                                                  

 （単位：百万円） 

区分 資産の種類 

期首 

帳簿価額 

当期 

増加額 

当期 

減少額 

当期 

償却額 

期末 

帳簿価額 

減価償却 

累計額 

期末 

取得原価 

有形固定

資産 

建物及び附属設備 2,891 67 219 346 2,393 798 3,191 

  器具備品 369 48 74 128 214 787 1,001 

土地 9 - - - 9 - 9 

リース資産 88 15 16 36 51 131 183 

計 3,359 131 310 511 2,668 1,716 4,385 

無形固定 

資産 

  商標権 3 0 0 0 3  

 特許権 2 - - 0 2 

  ソフトウエア 380 144 50 91 382 

  その他 0 - 0 - - 

計 386 144 50 92 387 

（注）1．建物及び附属設備の減少は、主に品川事務所の閉鎖及び新東京事務所の減床によるものである。 

2．ソフトウエアの増加は、主に業務ソフト開発によるものである。 

3．ソフトウエアの減少は、主に関係会社への売却によるものである。 

 
  



２．引当金の明細 

 
前会計年度（自 2018 年 6 月 1 日 至 2019 年 5 月 31 日） 

   （単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

貸倒引当金 29 14 3 13 27 
賞与引当金 8,927 8,999 8,927 - 8,999 
退職給付引当金 1,990 3,251 134 3,647 1,459 

（注）1．貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等である。 

2．退職給付引当金の当期減少額のその他は、企業年金制度への掛金の支払い等によるものである。 

       上記には前払年金費用を含めて表示している。 

 

当会計年度（自 2019 年 6 月 1 日 至 2020 年 5 月 31 日） 

   （単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

貸倒引当金 27 93 2 4 113 
賞与引当金 8,999 8,560 8,999 - 8,560 
退職給付引当金 1,459 3,455 197 2,866 1,850 

（注）1．貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等である。 

2．退職給付引当金の当期減少額のその他は、企業年金制度への掛金の支払い等によるものである。 

       上記には前払年金費用を含めて表示している。 

  



 
 

報酬給与 48,245 51,145

賞与 1,856 2,421

賞与引当金繰入 8,999 8,560

退職給付費用 2,257 3,463

法定福利費 7,869 8,090

支払業務報酬 1,920 2,106

業務委託費 6,810 6,181

その他 1,288 79,248 1,118 83,086

教育研修費用 942 979

採用関連費用 772 1,714 746 1,725

賃借料 4,371 4,122

水道光熱費 904 803

減価償却費 637 429

その他 △13 5,900 340 5,696

減価償却費 189 175

消耗品費 858 998

通信費 432 470

業務委託費 173 132

IT業務分担金 2,860 4,383

その他 295 4,811 429 6,590

グループ分担金 10,419 10,729

業務会費 1,086 1,102

旅費交通費 2,291 1,756

責任保険料 591 503

租税公課 958 933

貸倒引当金繰入 1 88

その他 1,437 16,785 1,244 16,358

合　　　計 108,461 113,457

その他業務費用

３．業務費用の明細

ファシリティ費用

情報システム及び通信費

人材開発費用

人件費

（単位：百万円）

科目

前会計年度

自　2018年 6月  1日
至　2019年 5月31日

当会計年度

自　2019年 6月  1日
至　2020年 5月31日



謄本

独立監査人の監査報告書

年７月 日

有限責任監査法人トーマツ

包括代表 國井 泰成 殿

新創監査法人 

東京都中央区

指 定 社 員
公認会計士 柳澤 義一 ㊞

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士 坂下 貴之 ㊞

業務執行社員

監査意見

当監査法人は、公認会計士法第 条の の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの 年６月

１日から 年５月 日までの第 期会計年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、社

員資本等変動計算書、注記表及び附属明細書について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示

する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告のプロセスの整備及び運用における職務執行者の職務の執行を監視

することにある。

計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から

計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合



に、重要性があると判断される。 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内

部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確

実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計

算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 計算書類の表示及び注記事項が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算

書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど

うかを評価する。 
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。 

利害関係

有限責任監査法人トーマツと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以 上



独立監査人の監査報告書

年 月 日

有限責任監査法人トーマツ

包括代表 國井 泰成 殿

新創監査法人

指 定 社 員
公認会計士 柳澤 義一 ㊞

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士 相川 高志 ㊞

業務執行社員

当監査法人は、公認会計士法第 条の の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの 年６月

１日から 年５月 日までの第 期会計年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、社

員資本等変動計算書、注記表及び附属明細書について監査を行った。

計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい

る。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。

監査は、試査を基礎として行われ、監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算

書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有

効性について意見を表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状

況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

有限責任監査法人トーマツと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以 上

謄本

に、重要性があると判断される。 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内

部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確

実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計

算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 計算書類の表示及び注記事項が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算

書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど

うかを評価する。 
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。 

利害関係

有限責任監査法人トーマツと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以 上




